
 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市動物の愛護及び管理に関する条例（案）のパブリック・コメント

の実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇目的 

市民の動物に対する愛護の意識の高揚を図り、動物の適

正な取扱いその他動物の健康及び安全を保持するとと

もに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害

並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動

物の共生する社会の実現を図る。 

〇背景・経緯 

・近年、多頭飼養によりペットを適正に飼育できない、

いわゆる多頭飼育崩壊となっている事例が全国的にも

発生し、社会問題となっている。 

・また、飼い主のいない猫への無責任な餌やりや、飼い

猫の放し飼いによる、近隣へのふん尿被害などの様々

な問題が発生している。 

・現在、飼い犬の飼養管理や、人の生命、身体及び財産

を侵害するおそれのある特定動物の管理についての条

例はそれぞれあるが、多頭飼育や猫の飼養に関する規

定が無いため、既存条例を見直し、顕在化している課

題に対応する。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

市の条例案についてご意見を伺う。特に、既存の条例に新

たに加える次の事項について、重点的にご意見をいただき

たい。 

・市、市民、飼い主になろうとする者、飼い主の責務 

・飼い主の遵守事項 

・猫の飼い主の遵守事項、飼い主のいない猫に繰り返し餌

を与える者の遵守事項 

・犬又は猫の多頭飼育の届出 

・動物の譲渡 

・罰則（多頭飼育の届出、虚偽の届出） 

・罰則（法人の両罰規定） 

※区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの

意見として取り扱います。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

意見募集期間 ：令和５年９月 15 日(金) 

～令和５年 10 月 16 日(月) 

市の考え方公表：令和５年 12 月（予定） 

条例施行   ：令和６年４月以降 

担当課 動物愛護教育センター 担当者 鈴木 秀幸 電話 487-1616 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

資料2 



https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

 aikyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
























































